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１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
　平成25年６月27日に提出いたしました第69期（自　平成24年４月１日　至　平成25年３月31日）有価証券報告書の記載事項の

一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

２【訂正事項】
第一部　企業情報

第４　提出会社の状況

６　コーポレート・ガバナンスの状況等

(1）コーポレート・ガバナンスの状況

(2）コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況

③　内部統制システムの整備の状況

 

３【訂正箇所】
　訂正箇所は＿＿＿を付して表示しております。

 

第一部【企業情報】

第４【提出会社の状況】

６【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（１）【コーポレート・ガバナンスの状況】

(2）コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況

③　内部統制システムの整備の状況

　　（訂正前）

　監査役は監査役会において定められた監査の方針及び業務分担等に従い、法令及び定款に定められた事項並びに重

要な監査業務について協議するとともに監査体制の整備・充実を図っております。監査役は取締役会及び重要な会議

に出席し、取締役の業務執行の適法性の監査を行うとともに取締役の職務執行状況についての監査を行っておりま

す。

　取締役会を原則毎月開催し、重要事項はすべて付議しております。取締役会では重要事項に関する意思決定と取締役

の業務執行を監視するとともに、取締役会での協議及び報告機会における相互監視などを行っております。

　また、取締役や主要部門長により構成される経営委員会を毎月開催し、業務進捗状況の確認、評価、対策の決定など経

営に関する相互牽制機能を果たしております。さらに社内規定及び法令の遵守によりコンプライアンス体制の強化に

取り組んでおります。そのためコンプライアンス基本方針（行動基準）を制定し、その取り組み・徹底に努めるとと

もに、外部識者を含むコンプライアンス委員会を設置し、内部統制、法令遵守の体制強化に取り組んでおります。

　会計監査人につきましては、公認会計士玉置栄一氏・公認会計士檀上秀逸氏と監査契約を締結して期中監査および

期末監査等会計監査を受けております。

　顧問弁護士は、梅新法律事務所及び天神橋法律事務所と顧問契約を締結し、法務全般に関する指導、助言を受けてお

ります。
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　　（訂正後）

　監査役は監査役会において定められた監査の方針及び業務分担等に従い、法令及び定款に定められた事項並びに重

要な監査業務について協議するとともに監査体制の整備・充実を図っております。監査役は取締役会及び重要な会議

に出席し、取締役の業務執行の適法性の監査を行うとともに取締役の職務執行状況についての監査を行っておりま

す。

　取締役会を原則毎月開催し、重要事項はすべて付議しております。取締役会では重要事項に関する意思決定と取締役

の業務執行を監視するとともに、取締役会での協議及び報告機会における相互監視などを行っております。

　また、取締役や主要部門長により構成される経営委員会を毎月開催し、業務進捗状況の確認、評価、対策の決定など経

営に関する相互牽制機能を果たしております。さらに社内規定及び法令の遵守によりコンプライアンス体制の強化に

取り組んでおります。そのためコンプライアンス基本方針（行動基準）を制定し、その取り組み・徹底に努めるとと

もに、外部識者を含むコンプライアンス委員会を設置し、内部統制、法令遵守の体制強化に取り組んでおります。

　監査役は必要に応じて会計監査人と会合を持ち、監査内容の報告を受けるほか、監査計画・実施状況について情報を

共有しております。

　会計監査人につきましては、公認会計士玉置栄一氏・公認会計士檀上秀逸氏と監査契約を締結して期中監査および

期末監査等会計監査を受けております。

　顧問弁護士は、梅新法律事務所及び天神橋法律事務所と顧問契約を締結し、法務全般に関する指導、助言を受けてお

ります。
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